
「声の広報ときがわ」は、「朗読ボランティアときがわ」の「声の広報ときがわ」は、「朗読ボランティアときがわ」の
皆さんの協力を得て、音声で町広報紙を聴くことができ皆さんの協力を得て、音声で町広報紙を聴くことができ
ます。町ホームページ、または下記の二次元コードからます。町ホームページ、または下記の二次元コードから
アクセスが可能です。広報を発行した日から10日前後にアクセスが可能です。広報を発行した日から10日前後に
町ホームページで配信します。そのほかに、町ホームページで配信します。そのほかに、
ＣＤでもお渡ししておりますので、お気軽にＣＤでもお渡ししておりますので、お気軽に
お問い合わせください。お問い合わせください。
問     総務課 自治人権担当 総務課 自治人権担当 ☎☎6565--04010401

声の広報ときがわ

令和 5 年度
情 報 公 開 制 度・ 個 人 情 報 保 護
制 度 の 実 施 状 況 を 公 表 し ま す
町が保有している公文書を公開することで、皆町が保有している公文書を公開することで、皆
さんの知る権利を保障する制度です。町の仕事さんの知る権利を保障する制度です。町の仕事
内容を知っていただき、信頼いただける町政運内容を知っていただき、信頼いただける町政運
営に努めます。営に努めます。

情報公開の請求と決定状況
○ 情報公開請求

件数件数 全部公開全部公開 部分公開部分公開 非公開非公開 不存在不存在 不服申立て不服申立て
処理件数処理件数

町長町長 1313 88 33 11 11 00
教育委員会教育委員会 00 00 00 00 00 00

○ 情報任意的公開請求
件数件数 全部公開全部公開 部分公開部分公開 非公開非公開 不存在不存在

町長町長 00 00 00 00 00
教育委員会教育委員会 00 00 00 00 00
※ 情報任意的公開請求とは、合併前の公文書に対す※ 情報任意的公開請求とは、合併前の公文書に対す

る公開請求のことです。る公開請求のことです。

○ 自己情報開示等の請求と決定状況
開示開示
請求請求

訂正訂正
請求請求

削除削除
請求請求

目的外利用等目的外利用等
の中止請求の中止請求 決定状況決定状況

町長町長 33 00 00 00 開示 0開示 0
一部非開示 3一部非開示 3

教育委員会教育委員会 00 00 00 00 開示 0開示 0
一部非開示 0一部非開示 0

問   総務課 総務課 ☎☎ 6565--16501650

お知らせお知らせ

感 震 ブ レ ー カ ー を
設 置 し ま し ょ う！
地震発生時において、住宅火災は同時多発的地震発生時において、住宅火災は同時多発的
に発生するおそれがあります。また、道路上に発生するおそれがあります。また、道路上
への障害物の散乱などの影響により消火対応への障害物の散乱などの影響により消火対応
が遅れることで、延焼火災被害の拡大が想定が遅れることで、延焼火災被害の拡大が想定
されます。一定規模以上の揺れを感知すると、されます。一定規模以上の揺れを感知すると、
ブレーカーを自動的に落として電気の供給をブレーカーを自動的に落として電気の供給を
遮断し、電気火災を防ぐ感震ブレーカーを設遮断し、電気火災を防ぐ感震ブレーカーを設
置することで、出火を防止し、他の住宅等へ置することで、出火を防止し、他の住宅等へ
の延焼を防ぎ、火災による被害を軽減するこの延焼を防ぎ、火災による被害を軽減するこ
とが期待できます。とが期待できます。

問   総務課 総務課 ☎☎ 65-040165-0401

お知らせ

献 血 に ご 協 力 を！
病気やけがなどで輸血を必要としている方の病気やけがなどで輸血を必要としている方の
尊い命を救うため、多くの皆さんのご協力を尊い命を救うため、多くの皆さんのご協力を
お願いします。献血にご協力いただいた方にお願いします。献血にご協力いただいた方に
は、記念品を贈呈します。は、記念品を贈呈します。

日時・場所   
9月5日㈭9月5日㈭
① 9時30分～12時　活き生き活動センター① 9時30分～12時　活き生き活動センター
② 14時～16時　保健センター② 14時～16時　保健センター

問  保健センター  保健センター ☎☎ 6565--10101010

お知らせ

シ ラ コ バ ト 基 金 へ の
ご 寄 附 の お 願 い
県では、シラコバト基金への寄附金をNPO法人県では、シラコバト基金への寄附金をNPO法人
等が行う地域福祉活動への支援、ボランティア等が行う地域福祉活動への支援、ボランティア
活動への支援、障害のある人の生活をサポート活動への支援、障害のある人の生活をサポート
する事業への支援に役立てています。ご寄附にする事業への支援に役立てています。ご寄附に
ご協力をお願いしますご協力をお願いします。。

問  埼玉 埼玉県福祉政策課 県福祉政策課 ☎☎  048048--830830--32233223

お知らせ

学 費 で お 困 り の 方 に学 費 で お 困 り の 方 に
教 育 支 援 資 金 貸 付
のお知らせのお知らせ
世帯収入が一定の基準に当てはまる世帯の学世帯収入が一定の基準に当てはまる世帯の学
生に対し、教育支援資金貸付（無利子）を実生に対し、教育支援資金貸付（無利子）を実
施しています。施しています。
※貸付には審査があります。※貸付には審査があります。

貸付上限額・主な使途

教育支援費 就学支度費

高校 35,000 円 / 月

授業料・

通学定

期代等

500,000 円

※入学時の

み

入学金・

制服代・

教科書

代等

短大・

専門

学校

60,000 円 / 月

大学 65,000 円 / 月

期　間    20年以内 20年以内

問 ・・申込  
社会福祉協議会 社会福祉協議会 ☎☎ 65-153665-1536

お知らせ

お知らせ

 8 月は「人権尊重社会を目指す
県 民 運 動 強 調 月 間 」 で す！
この運動は、様々な人権課題への理解を深め、この運動は、様々な人権課題への理解を深め、

「すべての県民がお互いの人権を尊重しなが「すべての県民がお互いの人権を尊重しなが
ら共に生きる社会」の実現に向けて県民総ぐら共に生きる社会」の実現に向けて県民総ぐ
るみで取り組むものです。るみで取り組むものです。

問   総務課 総務課 ☎☎ 65-040165-0401

空き家
地域おこし協力隊　澤田
☎����-��-����
空き家掘り起し調査員　尾上
☎���-����-����

や土地の管理や処分
お困り・お悩みの方

〔源泉〕都幾の湯
ほ
か
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温泉スタンド

ご家庭で本格的な温泉を気軽に楽しめます！
営業時間　 9時～17時　毎週水曜日が定休日です。
利用方法　20ℓ  200円  (50円単位で販売、おつりは出ません）。
　　　　　 容器をご持参ください。浴槽200ℓにつき20ℓが目安です。
注　意　入浴後、鉄製品等は水洗いしてください。また、温泉の飲用は
　　　　できません。衛生管理のため、塩素滅菌を行っています。
所在地　ときがわ町大字大附870番地3（桃木地区八幡神社から大附方面へ約800ｍ）

問い合わせ　ときがわ町役場商工観光課　℡0493-65-1584

「こどもの人権相談」強化週間
こどもをめぐる様々な人権問題に取り組むたこどもをめぐる様々な人権問題に取り組むた
め、通常の受付時間を延長し専用相談電話にめ、通常の受付時間を延長し専用相談電話に
よる相談を受け付けます。よる相談を受け付けます。

期　間    8月21日㈬ ～ 8月27日㈫ 8月21日㈬ ～ 8月27日㈫

時　間    8 時 30 分 ～ 19 時 8 時 30 分 ～ 19 時
※ 8月24日㈯及び8月25日㈰は10時※ 8月24日㈯及び8月25日㈰は10時

～17時～17時

電話番号     
  0 1 2 0 - 0 0 7 - 1 1 0 （ 無 料 ）0 1 2 0 - 0 0 7 - 1 1 0 （ 無 料 ）

相談担当者     

法務局職員、こども人権委員会委員法務局職員、こども人権委員会委員

問   さいたま地方法務局人権擁護課 さいたま地方法務局人権擁護課 
　　☎　　☎  048048--851851--10001000
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